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言脛

ぷ.401

iH･ぶﾂﾞ゛⑤。
新ＡＥＴの

アダム･ジョンストンさん(英国)

　ロンドン大学で１年間日本の地

理を学び､｢日本の人と接してみた

い｣とこの８月に来日、９月から中一

学校の教壇に立ったアダムさん。

少しはずかしがりやもいるけど、

みなさん、はんとに親しみやすく

とても楽しく過ごしています。
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児
童
養
育
家
庭
へ
の
助
成
制
度

以
　
社
会
の
連
帯
に
基
づ
い
て
、
児
童
養
育
家
庭
に
対
し
て
経
済

み報広
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的
な
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
児
童
養
育
家
庭
の
生
活
安

定
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
次
代
の
社
会
を
担
う
児
童
の
健
全

な
育
成
及
び
資
質
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
児

童
手
当
、
遺
児
手
当
、
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当

が
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。

児
童
手
当

　
児
童
手
当
は
、
３
歳
未
満
の
児
童

を
養
育
す
る
方
に
支
給
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
コ
七
の
所
得
額
以
下
の

場
合
に
受
け
ら
れ
ま
す
。

ｏ
手
当
月
額

　
●
第
１
子
　
　
　
５
’
０
０
０
円

　
●
第
２
子
　
　
５
’
０
０
０
円

　
●
第
３
子
以
降
１
０
’
０
０
０
円

ｏ
支
給
月

　
●
６
月
支
給
（
２
月
～
５
月
分
）

　
●
１
０
月
支
給
（
６
月
～
９
月
分
）

　
●
２
月
支
給
（
1
0
月
～
１
月
分
）

　
な
お
、
平
成
４
年
１
月
か
ら
制
度

が
改
正
さ
れ
、
支
給
対
象
と
な
る
年

年
ま
で
）
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

○
児
童
手
当
を
受
け
ら
れ
る
年
齢

　
　
　
　
　
　
　
（
下
記
月
日
以
降
）

　
〈
単
成
４
年
１
月
～
1
2
月
〉

　
１
人
目
に
っ
い
て
は
、
平
成
３
年

１
月
２
目
以
降
に
生
ま
れ
た
お
子
さ

ん
が
、
ま
た
、
２
人
目
以
降
に
っ
い

て
は
５
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
が
支
給

の
対
象
に
な
り
ま
す
。

〈
平
成
５
年
１
月
～
1
2
月
〉

　
１
人
目
は
平
成
３
年
１
月
２
日
以

降
生
ま
れ
た
お
子
さ
ん
。
２
人
目
以

降
は
４
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
が
支
給

対
象
と
な
り
ま
す
。

遺
児
手
当

　
遺
児
手
当
は
、
父
母
の
一
方
ま
た

は
両
方
が
死
亡
し
た
児
童
（
義
務
教

育
終
了
前
）
を
養
育
す
る
方
に
支
給

し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
町
民
視
の
所
得
割
を
課

せ
ら
れ
な
い
場
合
だ
け
受
け
ら
れ
ま
す
。

ｏ
手
当
月
額

　
●
児
童
１
人
あ
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
３
。
０
０
０
円

齢
に
っ
い
て
は
経
過
措
置
｛
平
成
５
　
　
ｏ
支
給
月

　
　
　
　
　
　
　
｡
｡
｝

●
３
月
（
1
2
月
～
２
月
分
）

●
６
月
（
３
月
～
５
月
分
）

●
９
月
（
６
月
～
８
月
分
）

●
1
2
月
（
９
月
～
１
１
１
１
月
分
）

児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
親
が
い
な

ｏ
支
給
月

　
●
８
月
１
１
１
１
日
（
４
月
～
７
月
分
）

　
●
１
２
月
１
１
１
１
日
（
８
月
～
１
１
月
分
）

　
●
４
月
Ｈ
日
（
１
２
月
～
３
月
分
）

特
別
児
童

　
扶
養
手
当

　
特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
精
神
ま

た
は
身
体
に
障
害
（
１
級
、
２
級
）

を
有
す
る
児
童
（
２
０
歳
未
満
）
を
養

育
す
る
方
に
支
給
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
一
定
の
所
得
額
以
下
の

場
合
に
受
け
ら
れ
ま
す
。

ｏ
手
当
月
額
（
１
人
あ
た
り
）

　
●
１
級
該
当
　
４
６
’
３
９
０
円

　
●
２
級
該
当
３
０
’
９
３
０
円

い
か
、
あ
る
い
は
父
親
に
重
度
の
障
　
　
〇
支
給
月

害
が
あ
る
家
庭
な
ど
の
児
童
（
1
8
歳
　
　
　
●
８
月
１
１
日
（
４
月
～
７
月
分
）

‐
未
満
）
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給

　
し
ま
す
。

　
　
た
だ
し
、
所
得
に
よ
っ
て
全
額
、

　
一
部
支
給
停
止
、
ま
た
は
、
支
給
さ

　
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ｏ
手
当
月
額
（
全
額
支
給
）

　
　
●
児
童
１
人
　
３
８
バ
２
２
０
円

　
　
●
　
り
　
２
人
　
４
３
’
２
２
０
円

　
　
●
　
″
３
人
目
以
降
２
’
Ｏ
Ｏ
Ｏ

　
　
　
円
加
算

　
※
一
部
支
給
停
止
は
ｓ
Ｎ
‘

Ｑ
Ｃ
ｙ
ｌ
ｏ

　
　
円
の
減
額
と
な
り
ま
す
。

へ｀W

●
１
２
月
１
１
日
（
８
月
～
ｎ
月
分
）

●
４
月
１
１
１
１
日
（
１
２
月
～
３
月
分
）

☆
各
種
手
当
の
請
求
方
法
や
届
出
、

壮
行
い

　
千

　
　
⑨
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農
業
者
年
金
制
度
は
、
「
農
民
に
も

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
並
み
の
年
金
を
」
と

い
う
全
国
の
方
々
か
ら
の
強
い
要
望

を
背
景
と
し
て
、
昭
和
４
６
年
１
月
に

発
足
し
た
制
度
で
す
。

　
こ
の
農
業
者
年
金
制
度
の
目
的
は

二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
農
業
者
の

老
後
生
活
の
安
定
を
図
る
こ
と
、
も

う
一
つ
は
農
業
経
営
者
の
若
返
り
に

よ
る
農
業
経
営
の
近
代
化
や
経
営
規

模
の
拡
大
を
促
進
す
る
こ
と
で
す
。

　
本
年
は
制
度
が
発
足
し
て
一
一
一
年
目

を
迎
え
、
平
成
３
年
度
末
の
加
入
者

ヽ -

匠)]

は
約
５
３
万
人
で
、
そ
の
約
４
割
は
後

継
者
と
し
て
加
入
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
年
金
を
も
ら
っ
て
い
る
方

は
、
約
7
1
万
人
に
達
し
、
１
年
間
に

支
払
わ
れ
る
年
金
総
額
は
、
平
成
３

年
度
で
約
２
千
４
０
０
億
円
に
も
達

し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
を
１
人
当
た
り
で
み
ま
す
と
、

年
間
の
年
金
額
は
６
５
歳
未
満
で
、
多

い
人
で
は
９
０
万
円
近
く
に
な
っ
て
い

三
者
の
方
に
農
業
経
営
を
移
譲
し

ま
す
と
、
国
か
ら
の
手
厚
い
助
成

が
あ
る
「
経
営
移
譲
年
金
」
が
も

ら
え
ま
す
。

ま
す
。
こ
れ
を
１
市
町
村
当
た
り
で
　
　
２
、
農
業
者
年
金
制
度
が
国
の
法
律

み
ま
す
と
、
平
均
で
約
８
千
万
円
に
　
　
　
に
基
づ
く
政
策
的
な
年
金
制
度
で

な
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
こ
と
か
ら
、
加
入
者
の
保
険

　
こ
の
よ
う
に
、
今
や
農
業
者
年
金
　
　
　
料
以
外
に
、
国
か
ら
の
多
額
な
補

は
、
農
家
の
暮
ら
し
に
欠
か
せ
な
い
　
　
　
助
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

も
の
と
し
て
多
く
の
方
々
に
喜
ば
れ
、
　
　
　
　
具
体
的
に
は
、
経
営
移
譲
年
金

さ
ら
に
ま
た
、
農
村
の
地
域
経
済
に
　
　
　
給
付
費
の
う
ち
２
分
の
１
が
国
庫

と
っ
て
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
　
　
　
助
成
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
、

と
な
っ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
３
年
度
か
ら
追
加
的
に
国
庫

〈
農
業
者
年
金
の
特
色
〉
　
　
　
　
　
　
　
助
成
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し

１
、
農
業
経
営
主
と
そ
の
後
継
者
が
　
　
　
た
。

　
農
業
者
年
金
に
加
入
で
き
ま
す
が
、
　
　
　
　
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
年
金
財

　
こ
の
農
業
者
年
金
の
加
入
者
（
披
　
　
　
政
は
、
ま
っ
た
く
心
配
が
な
く
将

　
保
険
者
）
が
６
５
歳
ま
で
に
後
継
者
　
　
　
来
に
わ
た
っ
て
安
心
し
て
頼
れ
る

　
や
規
模
拡
大
を
図
ろ
う
と
す
る
第
　
　
　
年
金
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

-

宝くじ助成事業による

　　公園整備完成

　　一安塚地区の２公園－

　
こ
の
た
び
、
安
塚
地
区
公
園
の
２

か
所
（
安
塚
南
部
・
安
塚
こ
に
か

わ
い
い
う
さ
ぎ
や
り
す
の
「
ア
ニ
マ

ル
シ
ー
ソ
ー
」
や
「
ブ
ラ
ン
コ
」
が

備
え
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
は
、
平
成
４
年
度
宝
く
じ

の
助
成
を
受
け
て
整
備
さ
れ
た
も
の

で
す
。

うさぎの公園(安塚南部)りすの公園（安塚－）
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